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　経済産業部消費経済室では、特定商取引法、割賦販売法、消費生活用製品
安全法などの製品安全関連法に基づき、消費者利益の保護と製品安全の確保
などの消費者行政に取り組んでいます。
　また、消費者相談室では、消費者相談員が消費者の方からの経済産業省の所管する法律や製品、役務（サー
ビス）及び消費者取引に関するご相談や情報提供を受け付けています。

　今回、消費者相談室で相談を受けることが多い「インターネット通販」、その中でも特に多い「定期購入」に関
して注意喚起の情報をお届けします。
　なお、令和２年度消費者白書によると「定期購入」の相談件数は全国的にも増加しており、９割以上がインターネッ
ト通販によるもので、「健康食品（60.3%）」と「化粧品（39.0%）」でそのほとんどを占めているとのことです。

　実際に消費者相談室で受けた「インターネット通販での定期購入」に関する相談事例は以下のとおりです。
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※相談者の皆様と事業者との間の個別トラブルにつきましてはお話を伺った
上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介を行う
ことはできません。
※あっせんや仲介を希望される場合は最寄りの自治体の消費生活センター
又は消費者ホットライン（局番なしの188（いやや！））にご相談ください。




